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　令和８年度の手洗いマイスター活動スローガンは、本活動のますますの活性化を目指し、「手洗いマイス
ターがつなぐ、食の安心の輪」と設定しました。また、ACジャパン･支援キャンペーンでは「手洗いマイスター」
を軸とした広報を実施する予定です。本活動がさらに注目されると考えられますので、引き続き増強を図っ
ていただくとともに、正しい手洗いの普及に取り組まれるようお願いいたします。� （食品衛生推進部）

　令和７年度は、手洗いマイスターの増強を図ることを目的に、手洗いマイスター認定講習会実施規程
を改定いたしました。規程改定後の活動状況について、今後の事業発展の参考とするため、本年１月に
各支部へ手洗いマイスターに関するアンケートを実施いたしました。

日食協
SNSアカウント･メルマガ紹介

公式Xアカウント
はこちら！

五つ星公式Instagram
アカウントはこちら！

食品衛生メールマガジン
配信登録はこちら！

令和8年度令和8年度 手洗いマイスター活動の推進について 手洗いマイスター活動の推進について
ー スローガン「手洗いマイスターがつなぐ、食の安心の輪」 ー

「手洗いマイスター」に関するアンケート結果（一部抜粋）

食品衛生協会が開催する手洗いマイスター認定講習会にて根拠に基づく効
果的な手洗いや手を洗うタイミング等を学び、認められた者。食品等事業者をはじめ、地域の消費者
に正しい手洗いを普及･指導します。詳細は、お近くの食品衛生協会までお問い合わせください。

手洗いマイスターとは？

養成した
養成していない

69.5％
41支部

18支部
30.5％

食品衛生協会関係者
事業者

幼稚園（保育園）・小中高校の先生
行政職員

責任者講習会登録講師
食育ティーチャー

他団体職員
地域女性団体連絡協議会
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18支部より回答 (Q１の設問で「食品衛生指導員以外の者を養成
した」とご回答いただいた支部：複数回答あり)

食品衛生指導員以外の手洗いマイスターを
養成しましたかQ１

幼稚園（保育園）・小中高校などでの活動
ノロウイルス食中毒予防強化期間中の活動

食品衛生月間期間中の活動
食品等事業者からの依頼による活動

行政からの依頼による活動
その他

43

28
29

5
9

9
（現在は活動を行なっていない、検討中等）

幼稚園などでは、紙芝居や演劇で、子どもたちが
興味をもつような工夫をして手洗いのたいせつさ
を伝える活動が多いです。

複数回答あり手洗いマイスターの活動内容をご回答くださいQ3

食品衛生指導員以外の者で手洗いマイスターとして
養成した対象者をご回答くださいQ2

https://www.n-shokuei.jp/outline/jfha_news.html
https://x.com/jfha_nisshoku
https://x.com/jfha_nisshoku
https://www.instagram.com/itsutsuboshi5/
https://www.instagram.com/itsutsuboshi5/
https://www.n-shokuei.jp/mailmagazine/
https://www.n-shokuei.jp/mailmagazine/
https://www.n-shokuei.jp/outline/sidouin_tearaimystar.html
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　令和8年２月25日（水）午後2時より、食品衛生センター6階講堂にて第11回普及啓発事業委員
会を開催いたしました。委員長に及川委員（宮城県支部長）、副委員長に木村委員（愛媛県支部長）、
市川委員（新潟県支部副支部長）が選任され、及川委員長を議長に議事が進行されました。事務局よ
り主要事業の進捗を報告したのち、以下の事項について協議・意見交換が行われました。
〇�ACジャパン2025年度支援キャンペーンについて
　本キャンペーンの支部支所における活用状況を以下のとおり報告。物理的なツール（ステッカー
等）に比べ、広報誌やSNS等でのデジタル媒体の活用実績が少ない傾向がみられました。

①食協だよりに掲載（9） ②大会資料に掲載（2）
③インスタグラムに掲載（1）④Ｘに掲載（0）
⑤ステッカーを利用（30） ⑥Ｔシャツを利用（12）
　　※（ ）内は利用支部支所数
　　※令和7年12月現在、日食協で確認できた事例のみ

　本キャンペーンの二次使用に関する課題を共有し
たほか、次年度の支部支所での活用度をさらに高め
るための具体的な運用方法について協議。
〇�食品衛生責任者養成講習会eラーニングにおける
受講態度向上に向けて
　eラーニングによる講習は利便性が高い一方、集合型とは異なり受講者の受講態度についての管
理が難しいことから、本講習の公的信頼性を担保し、適切な知識習得を確実なものとするため、シ
ステム的な制限と運用ルールの両面から対策について協議。
〇『食品衛生責任者ハンドブック』における参考資料の掲載方法見直しについて
　本書の参考資料（第5章）は食品衛生法や関係法令・通知等の衛生法規が中心で法改正の影響を受
けやすく、改訂や差替えの負担が大きいことから、二次元コードを用いたWEB上での提供方式等
について協議。講習会場における利用実態や講義での必要な範囲等をふまえ、掲載方法の見直しに
ついて意見交換も行いました。� （出版部）

　令和8年2月18日（水）午後2時より、食品衛生センター6階講堂にて、第13回組織改革委員会
を開催いたしました。委員長に岩井委員（兵庫県支部長）、副委員長に小池委員（長野県支部長）、古
川委員（佐賀県支部長）が選任され、岩井委員長を議長に事務局より組織改革小委員会の開催につい
て報告したのち、以下の協議事項について、協議・意見交換が行われました。

〇�食品衛生協会の合併再編、解散等に関するガイ
ドライン（案）について
　令和7年12月16日に開催した組織改革小委員
会にて協議された「食品衛生協会の合併再編、解
散等に関するガイドライン（案）」を組織改革委員
会で協議し、令和8年3月10日付で本ガイドライ
ンを発出しました。引き続き、持続可能な組織運
営に取り組んでいただきますようお願いいたしま
す。
〇その他
　食品衛生協会のPR事業について� （総務部）

第13回組織改革委員会　開催第13回組織改革委員会　開催
食品衛生協会の合併再編、解散等に関するガイドライン（案）について食品衛生協会の合併再編、解散等に関するガイドライン（案）について

報告

報告

会議の様子

岩井委員長岩井委員長

会議の様子

及川委員長及川委員長

第11回普及啓発事業委員会　開催第11回普及啓発事業委員会　開催
ACジャパン支援キャンペーン、食品衛生ACジャパン支援キャンペーン、食品衛生責任者責任者eラーニング等についてeラーニング等について
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　令和8年3月3日（水）午後2時より、食品衛生センター6階講堂にて、第11回事業運営委員会を
開催いたしました。委員長に大谷委員（広島市支部長）、副委員長に阿部委員（秋田県支部長）、江口
委員（長崎県支部長）が選任され、大谷委員長を議長に事務局より先に行われた各委員会の報告を
行った後、以下の協議事項について、協議、意
見交換が行われました。
〇�食品衛生功労者等の表彰への推薦数の減少に
ついて
　食品衛生功労者等の表彰における申請数が定
数を割る状況であることを示し、各支部の減少
原因および今後の推移について協議いただきま
した。
〇その他
　日本食品衛生協会のPR事業について�（総務部）

第11回事業運営委員会　開催第11回事業運営委員会　開催
食品衛生功労者等の表彰への推薦数の減少について食品衛生功労者等の表彰への推薦数の減少について

食品衛生特別講演会を開催食品衛生特別講演会を開催

報告

報告

　令和8年3月6日（金）午後3時より、食品衛生
センター 6階講堂にて、全国の食品衛生協会、
特別会員、食品関係団体等の方々を対象に「食品
衛生特別講演会」を開催いたしました。
　はじめに、内閣府食品安全委員会 前委員長 シ
ニアフェロー 山本 茂貴氏より「科学的根拠に基
づく食品安全対策の構築に取り組んで」ご講演い
ただき、厚生労働省 健康・生活衛生局 食品監視
安全課長 今川 正紀氏より「食品衛生法改正の動
向について」ご講演いただきました。
　講演を熱心に聴講される姿に、皆さまの食の安
全・安心に対する関心の高さがうかがえました。今
後も引き続き啓発活動に力を入れてまいります。

会議の様子

講演会の様子

大谷委員長大谷委員長

令和８年度 日食協 主要行事予定令和８年度 日食協 主要行事予定
  5  月22日(金） 理事会[決算]（日食協）

会場：食品衛生センター
  6  月19日(金) 定時総会（日食協）･

通常総代会（日食共組）
会場：食品衛生センター

  6  月23日(火） 近畿ブロック大会
開催地：京都市

  7  月  2  日（木） 九州ブロック大会
開催地：宮崎県

  7  月  9  日（木） 関東甲信越ブロック大会
開催地：山梨県

  7  月16日（木） 北海道･東北ブロック大会
開催地：秋田県

  7  月16日（木） 東海北陸ブロック大会
開催地：岐阜県

  7  月17日（金） 中･四国ブロック大会
開催地：広島市

  8  月  3  日(月) 第51回食品衛生懇話会（予定）
  8  月下旬 表彰中央審査会
10月21日(水) 全国支部長会議

会場：食品衛生センター
食品衛生指導員全国大会
会場：浅草公会堂

10月22日(木） 食品衛生功労者･
食品衛生優良施設等表彰式
会場：明治座

  1  月21日(木） 新春賀詞交歓会
会場：浅草ビューホテル

  2  ～  3  月 各委員会
会場：食品衛生センター

  3  月 理事会[予算]（日食協）
会場：食品衛生センター

内閣府 内閣府 
食品安全委員会 食品安全委員会 
前委員長 前委員長 
シニアフェロー シニアフェロー 
山本 茂貴 氏山本 茂貴 氏

厚生労働省 厚生労働省 
健康･生活衛生局 健康･生活衛生局 
食品監視安全課長 食品監視安全課長 
今川 正紀 氏今川 正紀 氏

（総務部）
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手洗いマイスターによる手洗い教室
子どもたちに手洗いポーズをわかりやすく伝授

令和７年度令和７年度
「ノロウイルス食中毒予防強化期間」事業  実施「ノロウイルス食中毒予防強化期間」事業  実施  

54支部　54支部　415415会場会場
報告

　令和７年度の「ノロウイルス食中毒予防強化期間」事業では全国54支部より、ノロウイルス食中毒予
防についての講習会や手洗い教室、吐物処理説明会等が、各地で実施されました。その結果、69,951名
の方がたに、ノロウイルス食中毒予防について周知することができました。今後も食の安全を確保する
ため、基本となる手洗いや適切な衛生管理の徹底に努めてまいりましょう。

吐物処理用作業着の脱衣指導
処理後の作業着や手袋のはずしかたをレクチャー

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の講義
を含めたノロウイルス食中毒予防対策講習会

美郷フェスタでの「出前手洗い教室」で
手の汚れを計測する実験コーナーなどを設置

駅構内でのノロウイルス予防のリーフレットや
ウエットティッシュの配布

ノロウイルス食中毒予防街頭啓発活動
啓発グッズを配布しながら予防を呼びかけ

さいたま市支部

秋田県大曲支所

大分県大分市支所

滋賀県長浜支所

石川県小松能美支所

島根県松江支所
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食品衛生研究所 実習研修会のご案内食品衛生研究所 実習研修会のご案内
―― 令和8年5月開催予定  令和8年5月開催予定 ――

　今年度も食品衛生に関する基礎知識や検査技術を学べる実習研修会を開催します。現場で役立つスキ
ルを、実習を通して身につけていただける内容です。
■ 食品微生物入門【開催予定日：令和8年5月15日（金）】
•対象と目的：初めて食品の細菌学的検査を行う方の検査の基本操作習得
•内容：�基礎的な実験器具の使用法を学び、実際に食品を使って試料調製から混釈培養法、平板塗抹法

までの一連の操作を各自で行います。
•受講者の声（過去の開催より）： 
　　　　「講義と実技が実際の検査操作に直結しており、初心者にも理解しやすかった」
　　　　「食品微生物検査の基礎を学ぶことができ大変有意義な実習であった」
■ 理化学試験の基礎実習研修【開催予定日：令和8年5月29日（金）】
•対象と目的：理化学試験の担当者の基礎技術の再確認と理解。
•内容：�ガラス器具を中心とした基礎的な実験器具の適切な取り扱い方法、および正確なデータを得る

ための留意点を学びます。また、試験で汎用される器具の使い方や注意点を学び、使用方法等
の違いによる測定値の差異を実習を通して体験します。

•受講者の声（過去の開催より）：
　　　　｢基礎的な内容を実習形式で学べる機会は少ないため、非常に有意義だった」
　　　　「失敗につながる事例を知り、失敗を防ぐための予防策を知ることができた」

　実習中、日頃の業務における疑問点については、当研究所スタッフが個別に対応いたします。
　皆様のご参加を心よりお待ちしております。

お問い合わせ先 　食品衛生研究所　検査事業部
TEL：042-789-0218　E-mail：kenshu@jfha.or.jp

お申込みや詳細については、
食品衛生研究所のホームページに
掲載しております。

　日食協ではHACCPに基づく衛生管理に関する研修会につきまして、上半期のお申込みを開
始しております。開催方法、お申込み期間等の詳細は日食協ホームページ（https://www.
n-shokuei.jp/eisei/haccp.html）をご覧ください。

研　修　名 実　　施　　内　　容 開　催　方　法　、　日　程

基礎研修

食品製造にかかわる有害微生物等の危害要
因（ハザード）、HACCPと一般衛生管理等
の理解を深め、HACCP構築の基礎を学びま
す。

【ウェビナー形式】
開催日
①5月13日（水） 申込受付中
②7月23日（木）

HACCP3日間研修
(HACCP導入研修)

コーデックスHACCPに沿って7原則12手
順を学び、グループ演習で製品のハザー
ド分析やHACCPプランの作成を行うこと
で、HACCPを構築･運用できる人材を育成
します。

【3日間集合形式】
開催日
①6月1日（月）～3日（水） 申込受付中
②9月16日（水）～18日（金）

HACCP指導者
養成研修

HACCPプランを作成するうえで必要とな
る妥当性確認や、HACCP運用に必要な検証
の考え方を深め、HACCPの導入･運用につ
いて適切に指導･助言できる人材を育成しま
す。

【eラーニング及び集合形式】
第1回 申込受付中
eラーニング開始　６月５日（金）　
集合：8月20日（木）、21日（金）

HACCP
フォローアップ研修

基調講演「ISO/DIS 22000：2026の概要」
開発中のISO/DIS 22000について、新た
な要求事項を解説します。

【ウェビナー形式】
6月24日（水） 申込受付中
講師：荒木恵美子　日食協学術顧問

� （公益事業部）

告知 令和８年度　HACCP各種研修会のご案内令和８年度　HACCP各種研修会のご案内

http://kenshu@jfha.or.jp
https://jfha-lab.jp/
https://www.n-shokuei.jp/eisei/haccp.html
https://www.n-shokuei.jp/eisei/haccp.html
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【てあらウィ～! 目撃情報】令和８年１月、東京駅の改札外・丸の内地下
中央通路にある大型ポスターボード「パノラマ東京」にて、B0判ポスター
が10枚並ぶ大々的な掲示が実施されました。JR線と東京メトロ丸ノ内線
をつなぐ通路を利用する大勢の方にご覧いただきました。

｢てあらウィ～!」で手洗い習慣を全国へ発信中!!
日本食品衛生協会は、公益社団法人ACジャパンが実施する2025年度

支援キャンペーン対象団体として採択を受け、令和7年7月1日から1年間、
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、交通広告など多様なメディアを通じて、「手
洗い」の重要性が全国に発信されています。
本キャンペーンでは、タレントの小島よしおさんを起用したテレビ

CM「てあらウィ～ !」を放送。小島さんが「手洗いの化身」として登場し、
子どもと一緒に手洗いのたいせつさをユーモラスに伝えています。この
ほか、ラジオや新聞、雑誌等を通じて、家庭での手洗い習慣を広め、国
民の衛生意識をさらに高めていきます。安全で健康的な生活環境の実現
に向けたこの活動に、ぜひご注目ください。

令和8年4月1日発行
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　食品営業をしていく上で、お客さまからの営業妨害やクレーム対応、不動産会社からの理不尽な
要求などを受けてお困りになったことはありませんか？
　「あんしんフード君」では、こうした食品事業者の皆さまのお困りごとに対して、弁護士の法律的
なアドバイスを受けられる「弁護士無料相談サービス」を設けております。
　食中毒発生時の被害者対応をはじめ、取
引先とのトラブルやハラスメントについて
など幅広い相談に対応しております。
　実際の相談事例は下記のとおりです。
事例① 　営業妨害への対応相談
　店舗前の無断駐車により、店舗が見え
づらくなることや他のお客が駐車できな
くなるなど集客に影響が出ている。口頭
や書面で注意をしたが改善されず、今後
の対応を相談したい。
事例② 　従業員への対応についての相談
　従業員がガスコンロの火の消し忘れや発
注数誤りなど不始末が多く、始末書や厳重注意を繰り返し行っているが改善が見られない。減給な
ども含め検討しているが、どのように対応したらよいか。
※相談内容は個人の特定防止のため、一部情報を加工しています。
※本サービスは「あんしんフード君」にご加入されている方のみご利用いただけます。
　ご相談の際はメールにて加入者情報、ご連絡先および相談内容を下記の宛先までご送付ください。

メールアドレス 　bengoshisoudan@jfha.or.jp

弁護士の法律的なアドバイスを受けられる弁護士の法律的なアドバイスを受けられる
「弁護士無料相談サービス」とは !?「弁護士無料相談サービス」とは !?

「あんしんフード君」
加 入 者 特 典

【令和7年度2月末時点相談内容集計結果（全47件）】

（共済部）

食中毒事故や異物混入に
伴う被害者対応
25.5%、12件

営業妨害および
クレーム対応
21.3%、10件

お客さま対応
17.0%、8件

不動産会社との
交渉およびトラブル

8.5%、4件

近隣店舗および
取引先に対する対応

8.5%、4件

従業員への対応に
ついての相談
6.4%、3件

ハラスメントについて
2.1%、1件

その他 10.6%、5件

https://www.n-shokuei.jp/kyousai/anshin_bengoshi.html
mailto:bengoshisoudan%40jfha.or.jp?subject=
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Close Up 解説 キッチンカー営業中の不手際による賠償金支払い事例

No 事故
分類 事故区分 事故発生日 共済加入 加入コース 営業種類 年間掛金（円） 事故の状況 被害

者数 共済金額（円）支部 支所 休業掛金（円）

1
食
中
毒

カンピロ
バクター 2025.12.24 広島県 尾道 あんしん

フード君
飲食店
食品製造業 21,200 提供したとりのたたきによるカ

ンピロバクター食中毒。 1
賠：� 92,070
特：� 9,207
計：� 101,277

2 ノロウイルス 2025.08.02 秋田県 由利本荘 レギュラー 飲食店 2,700 加入者が提供した弁当によるノ
ロウイルス食中毒。 5

賠：� 86,800
特：� 8,980
計：� 95,780

3

容
器
の
欠
陥

容器の欠陥 2025.12.14 和歌山県 日高 あんしん
フード君

食品製造業
食料品販売業 5,500

販売した醤油のキャップに不具
合があり、内容物がこぼれお客
さまの車のシートを汚損した。
損害賠償金のほかに各種費用に
て代金払い戻し費用を支払った。

-
賠：� 45,700
特：� 4,570
生：� 3,132
計：� 53,402

4

施
設
賠
償
事
故

施設リスク

2025.08.29 大分県 大分市
スーパー
あんしん
フード君

飲食店
8,500
600

傷：24,900

加入者店舗のダクトから油が漏
れ、共同トイレの天井を汚損さ
せた。

-
施：� 350,000
特：� 35,000
計：� 385,000

5 2025.11.28 長野県 北アルプス あんしん
フード君 旅館 11,400

加入者店舗の駐車場の樹木の枝
が強風で落下し、お客さまの車
両にあたり破損させた。

-
施：� 277,796
特：� 27,780
計：� 305,576

6

業務リスク

2026.01.06 さいたま市 支部 あんしん
フード君 仕出し・弁当 11,000

キッチンカーで営業中に従業員
が油の入った一斗缶を倒してし
まい出店場所のビルの床を汚損
させた。

-
施：� 286,000
特：� 28,600
計：� 314,600

7 2025.12.12 名古屋市 支部
スーパー
あんしん
フード君

飲食店
18,400
2,600

傷：40,500

従業員が配ぜん中に誤って飲み
物をこぼしお客さまの衣服およ
びスマートフォンを破損させた。
スマートフォン本体代（時価額
限度 50%）45,000 円、クリ
ーニング代1,808円、代替機費
用11,182円を支払った。

-
施：� 57,990
特：� 5,799
計：� 63,789

8
受 

託 

物

賠
償
事
故

受託物リスク 2026.01.05 新潟県 上越 あんしん
フード君 旅館

146,800
6,800

旅：5,000

従業員がお客さまから預かった
ゴーグルを誤って廃棄してしま
った。

-
受：� 9,063
特：� 906
計：� 9,969

9
そ
の
他

リコール費用 2025.08.05 愛知県 豊川 あんしん
フード君 食品製造業 19,100

加入者が製造した黒蜜寒天のパ
ッケージに不備が見つかった。
また、喫食したお客さま 1名が
体調不良の症状を訴えたため、
すでに出荷済みの商品を回収し
た。各種費用にてリコール費用
を支払った。

- リ：� 1,278,247
計：� 1,278,247

10 不良完成品
損害 2025.05.19 群馬県 桐生 あんしん

フード君
食料品販売業
食品製造業 66,100

加入者が製造した豚ミンチを納
品したところ小骨が混入してお
り納品先の完成品を汚損し損害
を与えた。

- 不：� 212,147
計：� 212,147

支払い日（2026.2.1～2.28抜粋）
※太字の箇所は共済金が100万円を超えるもの。
※ご加入された支部・支所と営業所在地が異なる場合があります。

賠：生産物賠償金、施：施設賠償金、受：受託物賠償金、不：不良完成品損害賠償金、
生：生産物自体の損害、リ：リコール費用、特：特別費用、計：合計共済金

※音声付きの動画が流れます（字幕あり）
※スマートフォンやパソコンからアクセスしてください

「あんしんフード君」「あんしんフード君」
の制度概要の制度概要

総合食品
賠償共済

制度のご案内（約10分）
https://pipm.co/mg5d

支払事例ご紹介（約5分）
https://pipm.co/pcsg

はこちらをご覧ください！

　今回紹介する事例は業務中の不手際による損害賠償金の支払い事例です。
　加入者はキッチンカーの営業者で、ビルのエントランスを出店場所として借りて営業をしていた
ところ、従業員が油が入った一斗缶を倒してしまい、ビルの床を汚損してしまいました。ビルの床
は石床となっており、汚損が50mという広範囲にわたったため、染み抜き洗浄
費として、特別費用を含む314,600円の共済金を支払いました。
　キッチンカー営業においては、食中毒事故よりも今回のような施設賠償事故
の方がはるかに事故件数が多く注意が必要です。近年、キッチンカー営業者は
増加傾向にあり、食中毒のみではなく、さまざまなリスクに備えるために「あん
しんフード君」へのご加入をお勧めします。� （共済部）

さまざまなリスクに対応できる
「あんしんフード君」へのご加入を!

「あんしんフード君」
「食品営業賠償共済」共 済 金 支 払 状 況（2026年2月1日〜2月28日）

https://pipm.co/mg5d
https://pipm.co/pcsg
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ジブラルタ生命保険株式会社 VOL.256ジブラルタ生命は、食協生命共済保険取扱会社です。

知っておきたい損害保険のキホン損保の基礎
知識

　日常生活の中で「保険で補償される」「損害を賠償する」という言葉を耳にすることが
あります。しかし、損害保険の世界では「補償」と「賠償」は似ているようで意味が異
なる言葉として使われています。普段はあまり意識することのない違いですが、どの
ような違いがあるのでしょうか。

　まず「補償」とは、自分自身が被った損害をカバーすることを指します。たとえば、
火災や自然災害によって自宅や家財に損害が生じた場合など、自分の財産や利益に
生じた損害を対象とする考え方になります。

　一方で、「賠償」は、他人（第三者）に損害を与えてしまった場合に発生
する責任を意味します。例えば、誤って他人の物を壊してしまった場合や、
提供した飲食物が原因で食中毒を発生させてしまった場合は、法律上の
損害賠償責任が発生する可能性があります。このような場面では、他人（第
三者）の治療費や修理費などを負担することが問題となります。

　このように、損害保険では「誰の損害を対象としているのか」という視点で考え方が整理されています。
自分の損害を対象とするものなのか、他人に対する責任に関わるものなのかという違いです。この考え
方を知っておくと、保険の仕組みを理解するうえで、少し役に立つかもしれません。

「「補償」と「賠償」の違いをご存じですか補償」と「賠償」の違いをご存じですか

VOL.1

ジブラルタ⽣命は、⾷協⽣命共済保険取扱会社です。 ジブラルタ生命保険株式会社 VOL.***

【【受受付付時時間間】】平平日日  99::0000〜〜1188::0000  土土曜曜  99::0000〜〜1177::0000

（（日日・・祝祝・・年年末末年年始始をを除除くく））

お客さまの
⽣涯を⾒つめる
ジブラルタ⽣命

ジブラルタ⽣命のホームページ https://www.gib-life.co.jp/ 【受付時間】平日 9:00～18:00 土曜 9:00～17:00https://www.gib-life.co.jp/ 【受付時間】平日 9:00～18:00 土曜 9:00～17:00https://www.gib-life.co.jp/
（日曜・祝日・年末年始 を除く）



　 日食協ニュースも１月より機関紙から電子媒体での配信となり、画像もカラーに。HPにリンクすることで日食協の活動
もより見える化に。長らく編集作業に携わってきましたが、今号で一区切り。今後の食協活動にぜひご期待を。（藤井）編集後記
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担当担当：：出版部普及課出版部普及課
E-mail:E-mail:fukyuuka@jfha.or.jpfukyuuka@jfha.or.jp

↑食品衛生関連図書の
　ご購入はこちらへ

4月号の内容
食と健康
食品衛生研究

■月刊 「食と健康」
特集　大阪･関西万博における食品衛生対策 －会場衛生監視センターの取組み－
◆現場で役立つ食品衛生知識：地味だけど大事な清掃
◆こんなことやってます!! 食協事業：アニサキスを探してみよう! －体験型食中毒予防講座の取組み－
　（石川県支部　加賀支所）
◆指導員のひろば：小規模な一般飲食店事業者の「HACCP」の取組み（北海道支部　池田地方支所）

■月刊 「食品衛生研究」
◆食中毒原因ウイルス等の汎用性を備えた検査法と制御を目的とした失活法の開発のための研究
【受賞演題】スイセンによる食中毒に対する新規検査方法の検討
【受賞演題】シェアキッチンの衛生状態に関する実態調査について

月刊誌の定期購読･図書のご注文･お問い合わせは、タイトル右横の二次元コードをスキャン !

　月刊「食と健康」 は、食中毒予防の具体的な方法などを解説する特集記事のほか、飲食の現場でお役立
ちの情報が満載の雑誌です。本誌をとおして、健康で豊かな生活について共に考えていきましょう。
　今回は「食と健康」の魅力と、便利な年間購読についてご案内します。

魅力2 　食品衛生指導員や
　　　　　地域の食協活動などに関する記事
　食品衛生指導員による店舗等巡回や衛生知識･技術の普及推
進、衛生的な手洗いの方法を伝える「手洗い教室」などの活動を、
カラー写真と共に生き生きと紹介しています。各地の指導員の
皆さまからも、活動のヒントが得られるとご好評をいただいて
います。

魅力4 　インターネットから年間購読申込みOK
　食品衛生関連図書HP上で、年間購読をお申し込みい
ただけます。開始号、部数、お届け先など必要事項を入
力･送信すれば完了。後日、担当者よりご連絡します。
ぜひご利用ください。

魅力3 　�充実した連載記事
　飲食の現場で役立つ食品衛生知識を筆頭
に、飲食店経営の成長のヒント、食の安全や
食品中の化学的ハザードなど、多角的な連載
を多数ラインアップ!

月刊月刊「食と健康」「食と健康」
～その魅力と年間購読のご案内～

■体裁：B5判･約80ページ　
■定価：単品612円（税込）
　　　　年間購読7,344円（税込）
■送料：単品は一律500円、
　　　　年間購読はサービス

魅力1 　�難しい内容でもやさしく解説する特集記事
　小規模な飲食店等の営業者や従業員向けに、読みやすい見出し
をつけたり、重要な部分を箇条書きにしたりなど、やさしく解説
する特集記事を毎月掲載しています。
　テーマは、食品衛生関係の法令･食中毒予防対策･衛生管理･ 
HACCPを中心に、食品表示、食品ロス対策や食文化など多岐
にわたります。
カラーの図表･
写真･イラスト
などが鮮やか
で見やすく理
解しやすいと、
好評を博して
います。

日食協インターネットショップ･
月刊「食と健康」はこちらから⇒

▲月刊「食と健康」特集

mailto:fukyuuka%40jfha.or.jp?subject=
https://suishinka.shop15.makeshop.jp/
https://suishinka.shop15.makeshop.jp/shopbrand/category01/

